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タイトル 

「おくやみナビ」がスタート 

～ ご遺族のための必要な手続きを抽出 ～ 

本件のポイント 

・スマートフォンなどから簡単な質問に答えるだけで、死亡届後に必要な手続

きを抽出し、手続き場所や持ち物などを確認することができます。 

・ご遺族の不安や負担の軽減を図ります。 

説明文 

ご遺族が死亡届後に市で行う必要がある手続きを抽出できるＷＥＢサービス

です。パソコンやスマートフォンなどから簡単な質問に答えるだけで、約 50 種

類ある手続きの中から該当する手続きを抽出し、手続き場所や持ち物などを確

認することができます。 

 

1 閲覧開始  令和 6 年 6 月 1 日（土）から 
 

2 閲覧方法  ①三木市ホームページのトップ画面、ライフイベントからさが

す「お別れ」のタブをクリックする。②おくやみ手続きナビのバナ

ーが表示されるので、クリックする。③該当のページが表示される

ので、「案内をはじめる」のボタンをクリックし、すべての質問に

お答えいただくと、該当する手続きが表示されます。 

 

3 内  容  質問に答えていくことで、保険や年金などの市役所で行う必要

のある各種手続きが抽出されます。 

 

4 そ の 他  このサービスは、「おくやみハンドブック」の作成事業者である 

株式会社鎌倉新書（東京都中央区京橋 2-14-1 兼松ビル 3 階）か

ら無償で提供されます。 

 

5 ホームページ https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/21/68877.html 

本案件は次の SDGs 目標に関連します。 

    

 

 


